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相目敏夫議dW万右百科大'jl問 5 日本腔史j

はじめに

れ，多くじるところを押いろいろな批判を受けながらも，詐111~1

の卒業生である私は先I_tの主に亡くならされた小原隅芳先生は月13

とると}~うし，そのために私自々ι伝える張される

しなければならないと思うりなりをより正しく

と

も|苅連づけながら考えて行きたし

では，めとして文部大目@が勅語を取総理大臣①をはなぜならば，

タfにまこうし、うしてし、る

る勅式ifjとはいったいどのようなものなのかっそれがどのようること

111で勅抗に対するられてきたのかのさらどのようにし

とは矛盾クリスチャンとしてられているのを見る時，

、る天皇'r1J1J~ニ対する先生のとなって、う疑問jが生れ，しなかったのだろうかと

るの考え方を知ちたいと思っ

~出してみようのまず，
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教育勅語はついて

教漕勅語が;魚発寄れるまで

-矢野玄道等の語学者や皇道主明

これからの詩本の教青は皇遂の道・忠孝の道を擁立するべきであり，教宵義者のj品?告は，

ゆj花したものであったののヰ;源はわが[-ttl体ι求めるべきで島るという

⑥ iJ為る~f:~1Jリ J @の地された5 {ド(1872)

らは皐道主義の教育理念、が裟を加し. 19佐紀以米欧米に発述した近代教育の理念、と

せようとした政府の尽力の文明これによってられ，

-品業主義が教育の基本となっていったヮによって. ~llil人の立身・

したこともあって，j
 

m
い
ト
ドそのため，

きな影響を与え，まま教育界にもそうな危機を追え，

もたらしたっそれは学舗に現れた歌米直輪入的な加入主義的・功利主義的文

加藤仁子{也蒋 p持補臼木教育史j協同IH株式会社 181rt 

!lJ]治 5 iド 8H3 日文芸I~省ï{rj;主4'113サ思IjllH

明治 5年 8月2日 太政官布告第214け
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1時間誌の教育ι刈する批判，教育の桜本班ネtこ向けられたものであったc これに対姑する

ためには文部行よりもじれ、所から教予言の基本方針は指ぶされるべ設で、あると考えられ，文

部約の文教政策の背後にあってこれを決定するものが必要となったっすなわち天皇の権能

きく顕現させなければならないという思想である。
あちの号

そのような時に森有ネしの学校令⑧(帝国大学令・師範学校令・中学校令・小学校令〉に

よって教ー育は制度的な確立をみたが，これは国家主義教育の拾頭を促すことに記り，さら

に大日本者同窓法の制定はその出家主義体制を滞留たるものとしたのである。

日本帝国ハ議世一系ノ天皇之ヲ統治スJで始まる「大日本帝国法jは天皇主権を

明記し，わが昌最初の立憲的憲法で明治22.1ド(1889)2月11日欽定詰法として発布さ

(1890) 11月29司，第一向常国議会の時から施行されたりこの憲訟はその後約半

世紀の鰐ー震の改正も行われることなく，昭和20'年(1945) 8月，日本が無条件降伏する

ことによって，その一部の効力が停止されることはあったが，昭和22年 S月3日，

[日本画憲法 iが施行されるまで、厳然、たる効力をもっていたので島る

天皇制教育のドでほ，天皇が最高の権威者であり，教育行政と教育指導の(11言語iを掌躍し

ているつ教膏打政面iでは，学校令でもわかるように，天皇は大詰本子長国憲法によって

された大権を行使して議会の卒採議を経ずに，勅令とし、う形式によって教脊上の法令を随時

施行することができ 1-その法令は轍街な中央集権的行政機構じよって実施できるよう ι

なっていたのである。 J⑦教育指導部iで、は教脊の大本を定めた「教育勅語jが天皇によっ

て明 治 ( 1890)に公布されたのであるつ

2 教育勅語の漁発

ったのは，維新以来の砕蒙的主知主義の教育を批判した明治天阜の志向を停j

もとだえいふ

(1879)じ侍講の元田永苧が当時の内務卿伊藤博文，文部卿寺島宗f{ljむ「教学大旨

として IJ~ L，その中で仁義忠孝・君田父子の大義を教育の中核として儒教滋徳、の機先を促

したj⑧ことによるが，その直接の動機となったのは明治23年(1890)2月，東京で開か

れた地方長官会議の際に教育の転向に迷っていた地方長官等が i学校教育における徳育は

るべきかjとLづ論議をし，そこで決定した建議によるのであるO

この建議は文部大臣榎本武揚を動かし，総理大臣[!JJ県有朋を動かして舟閣の問題とし，

f政措は天皇に奏請すると，天皇はこれを容れ，榎本文部大臣に教育に関する徳育の基礎

となるべき簸言を編むことな命じたj⑨が，同年5月内閣の改造があれ徳育問題に関連

明治16年3月， 4丹。
権提出箸前掲讃 188頁
前掲万有百科大事典 318頁
原田忠四部著前掲書 143ft
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となってこれを引継し、だの

維新以降のわが国の学校教育上の徳育忠訟が動指し不安定であるのは

であり，耶蘇も仏陀も部教諸派も徳脊の大本でありえないから，わが同の

わが国111;1有の道すなわち仁義忠孝の道に基づくべきであって，

にその道を求めるべきではないと考えていた。

文部省としては中村正寵に草案を依麟L，

も洋学にも通じ，立窓君主論の維でもあっ し，自らも

案を起草した。中村案は [2宗教又ハ哲学上ノ大知識ノ教俄ニ頬シ Joていて，五尊ノ

日ニ出タルヲ釘ジテ感撤ス/レ者少ナカ/レベシ JQJ)との理由で斥けられ，井上案を中心に

して成案合作り上奏したのである。

教青勅語の内容は，

第一品段は天皇の徳、と臣民のJa，節による臼本の国体に教育の大本があることを明らかにし，

第二段では，忠孝を中心とした14の徳な挙げ，とくじ国家の大事に際しては天皇に一身な

捧げることを，第三段では，こうした道徳律の歴史的根拠を述べ，その普遍妥~性を強調

したものである O

3 教育勅語が漁発されて

教育勅語の換発は，明治初期以降，論争の絶えなかった徳背の根本について，不動の結

論を与えたものであった。それは単に f徳宵 j問題に限らず，日本教育の根本方針を硲定

したものであり rそれが大臣説書を梓わない f勅語!としづ千載不磨の形で下賜された

ところに千約の重ざがあったのである。 ⑫それ以来，学校の上下を問わず，すべての学

校教育がこの方針に帰ーされ，さらに青年・成人すべての昌民の道徳の昂揚，悶体観念の

福義のために，この教育勅語が絶対の披拠となったのである。

しかしながら，教育勅語はその教えの実践よりも，その取扱いの神格化が重んじられた

くもなく，教宵勅語ι教示された徳山む天呈の御命令すなわち「勅語jであるが

故に重んじられ，実行されなければならなかったのである。

政府は教育勅語が世論にどのように受けとめられているかを案じたが，勅語が発布され

ると，当時の γ スコミがこぞって勅語の精神を解説し，教育の大本が確定されたこと，教

育界の長年の課題が解決されたことな歓追し，さらに学校では一斉ι荘重な奉戴式を挙行

したので. ILi黒総理らの心配は一揖されたのである。

興|を挙げて教脊勅語の国家主義{頃向が行われていった時，さわめて少数ではあったが，

@ 6月20日 山熟宛井上書簡『教予言勅語換発資料集j第2巻 433瓦

o加藤仁平他著前掲書 193頁
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公然とこの凶 し したのはキリスト る口 1)長ら

主義的な見地方通

したのではなく， ょっ

までも規制しようとする傾向ι反対したのである。 Jゆ

ったわけで、誌なし次第に極議な

て怠義づけられるようになったので、あり，日露戦争前後から

し，

されることになっていったので、ある円こうした傾向は，大正期から昭

和期へとますますエスカレートして，超国家主義と

していったので、あるつ教育勅請の解釈もまたこの立場に立って行われ，そこで全:く狂信的

な実践が強要されて太平洋戦争に突入し，無条件降伏の獲目を見たのである。

日 小農富芳先生の教育勅語論

これまで教育勅語がどのような経過を辿っ

を結びつける1誌に，先生の勅語鎮の沈になっている

しておかなければならない。

1 わが国の特質iま鰐か

ににきEのみこと

天照大神が皇孫境々杵轄に向って与え
あしはらのもいおあきのみずほのくには

f葦原千百秋之端穂因。
よろし〈なんじこう そついておきめよ

宣言|言皐孫就而治器。
じようと kもにきわま専なかるべし 163 

与天壌無窮者突 d吋

る。

されたかを見てさた。小原先生と勅語

の特に関する見方，考え方を

して見ょう口

O 

上の神勅にもあるように万世一系の天皇がわが間を統治されること も明文

化されていることであるとし、われる。このことはその天皇は罷家の主権者として爵ごとと田

氏を保護し治められる方であると同時に，臣民は車権者に線従しなければならないという

ことであり，いざという時には主権者の権力をもって絶対膿従させることができるのであ

るのお主国体が永遠に世間であるためには，この至上絶対の権力が必要であり，

、のは，天皇の位大な権力がゆるがなかったこと拡よるので、為るつ

(芝) もっているO

君主と臣民との 権力関孫ばかりではなく くてはならなL、。

るかといえば，本人の力よりも ら悦服せられるとそ

@原問忠、四郎著諮掲書 146真

道 ③ 370員:[臼本書記潜の第2
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こに多くの力が集ってー|占となり，その来った力が大'f! となるからである O そ

として相応しい方で島の人が神様に近ければ近いほど偉大なる力企存する方であり，

るO

我闘においては，正に神人にあたるお方で、いらせられる。その尊し、お方は天皇控下にま
あらひとがみ

しますのである。われわれは臼本間民としての生きつ神，現人持を上にいただいているこ

と位幸福なことはなし、 J⑮

向じ上下関孫であったとしても権力でがんじがらめになった関係よりも信頼関保のもと

にあった方がその関係を永続きさせることは拐白である

る主上者で、ある。

天皇は大和民放の一大宗家の家長としてお臨しておられる。天皇と臣民と

f一家に家長があり，学校に校長が必要である如く国家に吋天皇陛下のいらせられること

が絶対に必要である。 J~ 

これらのことは先生が明治20年生れであること，斑児島生れであることからまず理解さ

れよう。明治生れの方たちはー績に忠君愛憎の思想を徹絞的じたたきこまれたとし寸 O 先

生の考えは罷学者間村茂樹⑪の考えι類似している。西村はその著書『日本道徳論J⑬に

おいて次のように述べている:

「木邦ノ皐室ノ:尊キ事ハ，吉~ミヨリ tlt人ノ皆矢口ノレ所ニシテ，今吏中スモ愚ナノレ事ナレドモニシ

テ少シモ抱系ヲ交ヘズト訟フ事ハ，誠ニ世界無比二シテ，邦人ガ万調ニ対、ンテ誇/レニニ足ノレベキ

ハ突ニ此一事ナ仁枝等ノ祖先ヨリ以来二千五百余年，此国ノ民ト為リテー姓ノ天子ヲ戴グト

イフ事ハ，誠ニ深キ関縁ニシテ，我樹氏ガ此皇窓ニ対シテ忠誠ヲ尽スベキノ道町立ト'trI義トヲ兼

言語ヘタル者ナザ j⑬と，さらに. r本邦ノ皇室ハ本菌ト共ニ強久ナル者ニシテ，万一，車京ハ

本間アラパ，即チヌド間ノ変動ニシテ，車室ノ安藤ナノレハ即チ木間ノ安泰ナノレ者ニ於テヲヤJω

と，君臣一体の国体を強調している O

小震先生は，日本と外国との相違点については rわが日本においては，政論の形態が

如何に変ろうとも自本そのものは絶対に変らなし、。従って外国のような革命は夢にだ

像することも出来ない。わが掘においてはアメリカのような大統領の政治は想像もつかな

い。日本人たるわれわれ法天子様なしには生活できないからである J@と述べられる O

このような考えに先生が歪られたのは，先にも述べたように同家主義的な日本精神に熱

烈なサツマに生れ，父担伝来の撚えるような尊皐愛閣の教育を受けたこと，祖父が結後日

o教@280見教命 41頁

命救命 286頁

西村茂樹(1828-1902)教脊家・思想家。汗1績と 53・すの

ゆ明治20年出版

@)，命日本道徳論 92頁

む教@280頁
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から若松でii攻し、，

とし

して存に抽、え

きたく二と，

として枢要部の大事令部容を与え

じられたが， 11) J 

自分は少年電{パ

ことを感謝しておられるこ

とであるれそして，御内 と

ゼヒは問わず， Jたが同なればです口しかも，国際明主義にも殺した私です。ごつをーっι

しとる私です。特に私の天皇論は今も変わりませぬ。憲法にもハッキリと， Ii'象徴Jとあり

ましょう。英語では symbol一億同氏の住擦です。象徴です。理想です。 J@ 

るさまざま よって，先生の天皇に|則する考えの生れた時代

って見ることができる O

近代H る政治機構は天皇に唯一絶対の統治権をもたせることによって，教育行

して 支配機構で、あるつこの支配周が天皇に

宗教的権威をかえ，天皇を岡家の独立と繁栄のための守護神としたのである O 皇強神の子

孫、として，関誌にZt臨する現人神である。さらtここの機構は家族共同体意識セ取入れ，天

して家父長としての威厳と親愛の鵠をもって臨み， は

天患を畏敬と釘頼の思いをもって仕える「情誼的保護関係J傍が生れたのであるのこのこ

とは天自制賞、識を培養するうえで，絶対的な効果があった。天皇が絶対的な権威を持つこ

とによゥて，その忠誠も

なったのである。

2 教曹勅額諭

ものとなり， と されるように

小原先生は京大の卒業論文『教育の根本問題としての宗教Jl (大正8年)の中で「勅語

と宗教jとL、う項をもうけられてから，著書の中には必ず、といってもよいほ

教えとしての[五箇条の誓文 J@と[教育勅語jを取上げておられる

は国民の実践すべき道徳、の鱗額であり，徳、育の大本である。

勅語にIXJしては姉崎博士@のs月ー論に賛同するものであるとして，姉崎博士の意見を引用

される:

「現英主義の勅語観とはfuJであるかというに，勅語を教曹の専有の如く心得たるもので，これ

犠教 56頁
織土肥昭夫論文 E夫監制とキリスト教j (雑誌『揺背と壁界i昭和53年3丹 70頁〉
φ 明治元年(1868)3月148

一，広ク会議ヲ興シヌ子機公論ニ決スベシ

一，上下心ヲーニシテ搭ニニ経論ヲ行フベシ
オノホノ

ー，官武一途;乾氏ニユ至ル迄各其ノ志ヅ遊ゲ人心ヅシテ稽マザラシメンコトヲ要ス

ー，出来ノ植習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ

…，智識ヲ世界ユ求メ大ニ皇基ヲ振起スベシ (原田忠郡部著前掲宮・4頁〉
あおぎ曾ま;;ばる

@ Mi崎直治(1873-1949)宗教学者・評論家。潮風よ号した。
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を訟として凶作文明を排斥し，また勅z記Hこ持iとかが、とか〉;:教のことがmわれていなし、のをl1nlM1

に解して，結語は宗教を1)1:斥するものの如く心作るものであって，かくの如きものは， r;~)::Ji扶

輿の意義をも，建国の深義をも安打らないもので為る。此のお!くにして同体をz詰きs 教育に従事

することは，不倫この 1-.もないことである。 Ji2!)さらに. r勅語によって宗教を排斥必んとす

るものは終には道の本援を忘れたるものであるの京教と同一掠京なりといえば勅語の特融合I;.. t~ 

うものなどと思うのは，却って勅認と殺し，形式化するものである。」⑫

出身の意見としては，

目に対して，一貫の根底を見ょうともせず， ると

思わないのが，勅語応対する

遺憾、の多い原因であるの j②

って，而して克がまた徳育の効果tこ

とされ，宗教と ょう られる。

も拳々服鰐するということに到りては，宗教的偉人と同様の精神を以て自

ら道を代表するの党慨が令ければなりませんO ことに勅語の得趣旨を宜揚L.発持するに

当りては，また類選に対する白らの信仰が必饗であります。信仰の源泉は一切の徳教の根

底になっている不変遍通の点理に基くべきは必、黙のことであります。現に明治大帝は，討

に昆えぬ神の心に適うことこそ人の心の誠なりけり』と仰せられたで‘はありませんか。J⑮

この明治天皇の言葉の出!折がわかれば，明治天皇がご品分のこともど神と，

「明治天皇は，崩御までご自分のことを神と信じこんでいられたような……ωj

とし、うこと いものであり， 日には克えない神，キリスト教の神で

ておらオlるということになり，はないとしても，神道の神であったとしても，

ることができるのではないだろうか。

f道徳、の源泉と持ねて，之を仏教に，あるいは儒教に，またキリスト教に，また，神道に

発見し得たならば，その宗教を以て勅語の解釈をして何の差支えがありましょう O

ところに宗教の大使命があるのです。それは決して宗教を手段に考えるもので

りませんO 日の宇宙の大真理をつかみ，大伝念会r右するものじして，はじめて肇国，

宏遠，棋諒，深障の勅語の;c[味が分り古今に謬らず，中外に惇らざる，我々が忠な

孝な る のである円 iω 

さらtこ， れ，

「教育家のガに，勅語さえあれば5JT教はし、らぬ。宗教は反教育的であるという人があると河時

に，宗教家の方にも，同様の偏見を持っている人のあるニとです。宗教さえあれば斡語などい

らぬ。宗教は道徳以 tである。人によって判定されたものより，型典の方がはるかに偉大であ

毛~，都，ゆ tl~ 210真，教③ 891ヨ
重量根 212頁，教 φ90瓦，道〈わ 134頁

⑩ 森銑三三〈罷史家〉と谷沢永一〈関西大学教股〉の対談〈雑誌 f腰史読本A 53年7丹〉

e摂 212J実. J泣か)134頁



:教ffw))，itfと小!反i場芳光

ると主似するものがありますが，これはもっての外です。山教のリ毛とても "1然の海ノれではな

くして，fnI人が宗教(rヲ天才の感得した字誌の大法WJであり， )(1患の大7.L倫であるのであります。

やはり人じよって免見されたものであります。 J@ 
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れ天地の大法であるものは人によって発見さ

れたものであるということは， I日約聖書の中の多くの予常者たちの言柴，新約聖書の中の

イエス・キリストの教え，使徒パウロも lcij様ι受取られるので、はないだろうかり

3年〉でもi母ヒ項目をもうけて次のように続け

るO

f宗教的に眺めても，論理的に観察し、たしましても，わが教育勅語には何等矛届もなく，

欠拍も発見することが出来ないのでありますり勿論，宗教上の経典の如く神秘性は少ない

かも知れ支社んが，現人神として

しているので為りますのここにおし、て，我が闘がかかる勅語を帯することは，引に

しJ制限すべきことであり，宗教によって，その御離旨の奉体を一層徹忠すべきは希明

するところ りま J@ 

、っても教青麟語はfiiJ等矛盾することはないとおっしゃる先生，こ

教育理念、のーゥであるところの「反対の合一 iで、あると思われる O 例えば，先生が身につ

けられたキリスト教がヲンシング先生から教えられた fあたたかし、宗教j と尾島真治先生

から教えられた「神の威厳J，やさしさとさびしさの相反するものが子一如 jとなったよ

うなものであるの

万系一世の天皇とイエス・キリスじまさに「反対の合一Jの考えなくしてはどうして

矛盾なしと考えられるであろうか。

よって導入されたキリスト教は，その教えの，唯一で創造者

である神，主イエス・キリストのKHfp，それに立脚した人間観・価値観は討本人にとって

典質なものであったはずなのに，当時のキリスト者の大勢は天息制イデ、オロギ

して自己の立場を弁識し続けるうちに，その異質的性格は磨滅してしまって，む

キリスト教広なってしまったといわれる O

f教育と京教の禽突J@論争で井上哲次郎に執揚に反論した柏木義円でさえも，天皇に

信頼と尊敬の念を抱く明治人である O

よれば天患は

命根 312頁，道 134頁

@教命保亘

⑪ 明治初年『教育時論』など

として して神型Jである ，:.!:.J 

刀t
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教， 中山上の権威でJまなレから， 告白を犯すこと誌できな

し、。 J~ という考え)jであり，さらに ü結語と基督教』におし、て， 1*皇は国民tこ従!口

を示したが，どうしづ精神でこれを実行するかは，勅訴とは別問題であるり宇慌の中で;最

も品質なものは敬農の念，上のものへの献身的忠誠であるびその極致は，志田，父子がと

もに畏敬し得る持への崇敬であるのこれによって天皇に対する国民の忠節は誠実となり，

天皇を元首とする岡家は神の摂理にもとづき安泰になる C したがって，キリスト

と衝突しないのみならずその忠孝道徳を成就するの J~といっている。粕木は，キリス

;教にふれることによって一方では近代的立憲君主制に即した人間の告白を唱え，

る万民の杷対的価値十最大践にひき出すことを考えたのであるつこの考えにも

とづいて，彼はこれらを危くする天皇儒イヂオロギーや民衆の内由と生活を路みにじる支

配層を批判したのであるm

してはならないとし、う意見に対して

r一部の人には勅語を奉棒するにさ当りて，後此理屈がましい解釈なゥけては物持ないこと

で不敬であるの解釈なぞせずに読んで学の如く春休すべきであると Lづ意見があるが，征II

言葉の上に表われたることのみならず，出来るだけ，その摂誌に触れ，その摂底にひそむ

拡博深速なる意味をも窺いてこれを教授し伝達せねばならぬの然らざれば生能をして勅語

の御賂皆を若手体せしむることは出来丈泣い。

白日の学問，向日の心的経験を以てこれを解釈するより外ないのであるの阜.室のこと，

建国の由来，間家のこと，各替、目論，人民のとと，世界人類のこと，人…般に関しての

広大無辺の趣意はなかなか特易に窺うことは出来なし、。 J~ 

井上哲次郊の F勅語初義Jの外tこ，さまざまな解説書が刊行されたが，一般の

々にはその真意がよく理解されることなく，御真影とともに奉安され，その儀式を守る

ために多くの人々が翻弄させられたのであるの

「教育者は岳分自身の解釈に従って，教育者としての彼の知的，意的生活をして行くので

あるのそれよりも外に道はないはずである O ただ問題は自分出身であってはし、けなし、。問

時に兜飛な危換なかぶれた底分自身でもいけない。われわれはドコまでも正しい自己を発

ることを努力せねばならない口結局は勅語を深く生かして行くには内分内身が絶えず

く向くなって行くより伯はない。 J~

ω 土肥昭夫論文 前掲雑誌「揺汗と IlI:界J (昭和53年 4月号)641'i 

争議士記昭夫論文同 6411

舎道 122#

毒事 辺 124J'~
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(6) 権力説を以て勅語を解釈する人々に対して

「勅語は天皇の仰せられ給し、し御言葉なるが故に権威ありとし、う怠味で、あって，天皇の仰

せられ五郎、し御言業なるが故にというのは，天皇がやがて権威その者であらせらるるが故

にという志味になるのである o Jω 

この御自分の忌;見に閃して，小原先生は藤井健次郎博士⑩が『丁酉倫理講演集』第140

Uに占いている，広見を引用される O 要点を抜粋してみると，

i )点の権能は神であって法玉ではない。法王の権威は唯神の権威を借りての上のことである。

それと [njじ道理で，一回の君主が， i'Jら道徳、に服従して，而も道徳の権威なりとし、し、得る場合

は，それは，それ以上のものを代表としてである。1"子孫、臣民ノ即ニ遵守スベキ所」という倒i

亘葉や「朕爾臣民ト倶ニ準々服膚シテ成其徳ヲーニセンコトラ庶幾フ」とし、う御言葉が厳然と

存しているのである。;足は万代に至らせ給う所の先帝陛下の御子孫、も皆詐u守り遊ばさるべき道

であり，又陛下御自身も皆のものどもと御一緒に御守り遊ばさると仰せられるものなることは

lドするまでもなかるべし。

ii) I斯ノ道ハ実二我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ供二遵守スヘキfVfJとし、う御言葉によ

って祥し奉つれば，孝・友・和・信等は仰せ出されしが為に善なり，道徳となったので、はなく，

占なり，道徳、なりと認、め遊ばされたが此に，仰せ出されたるもののように拝し奉つるのであ

る。

iii)権威にはその権威なりと日五めたるものを尊敬し，之に畏服するとし、う主観的要素が合告せら

れてあるものなるが故に，権力は必ずしも権力ではない。

iv)若し君主を道徳の権威とすれば，その疑義を裁決するものは必ずその君主でなければならぬ

Itr~であるが，しかし君主一人でそれを果たすことは出来るであろうか。君主一人で出米ぬとす

れば， IJjW裁判所のように全国に非常に多数の道徳裁判所をi白いて裁決せしめねばならぬであ

ろう。然、しそれを果して尖際に行わるべきことであろうか。而して実際は如何にして出るかと

おえば，銘々白分の良心に!関して裁決している。而してその裁決に安んじているのである。そ

の意味で，我等の実際生活に於ては良心を以て権威としているということが出来る。

v)国民としての道徳と人類としての道徳生活との矛盾，衝突は一国の君主としてもそれを解い

て裁決を与える権威たることは山木ーない。

vi)道徳怠識は之をfj.'.j人に見るに，之を民政一般に凡るも，漸次進歩するものであることは疑い

ない。迅・徳、怠識が漸次|事く 11つ保くなれば，君主よりも尚い権威をえ|とめるようになる。白然it

.神天である。

vii)一定の道徳の説明が山米，行うべきもの，行わねばならぬというものが明瞭になったなら

ば，人はその信ずる所の倫理説の立場に立って十分の確信をもち，裏表なく全心怖を以てその

道徳を実行することが出来るのである。教育勅語の権威はその勅語なるが故なりとの見解と異

った立場に立っていても，それ等の見解を懐いている人と同じように，全心情を次てその御趣

;患を奉体するに於てはや1J等の差支えあるものでない。

以上のように引用されたのち，小原先生ご自身の志;昆として:

C占，~~白(l) 124王i

ゆ藤井健次郎(1872---1931)倫理学省
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「われわれは何といっても，故後は人以上のところ ざる し、。

かくいえば勅語を汚すものだなぞと偏狭な考えを起してはならぬの決して奇人はかかる不

遜な考えを電顕微盛も有するものではないっ却って勅語をよ立に尊敬し，点に生かしたい心

からである。そのことは明瞭に，勅語の中にある訳である o [fJt号ノ道ハ突ニ我カ

ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ供ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ椛シテ作ラ

スj とある。実に陛下.御自身の御制定ではなくして皇組皇宗の遺言I!だとある O しかも古今

中外に施しでi宇らぬ天地の大道だとある O この雄大無辺なるところ

らぬっ 『朕顕臣民ト保ニ準々服膚シテ戚其徳ヲーニセンコトヲ庶幾フJと

おるo fPJと有難し、御誌ぞ。奇人が!仏泣措く能わざるのはここであるつ制i身からも準々

ましまして，臣民と其徳、をーにせんことを庶幾い下さるところにわれわれ臣民の首い尽く

せない恐J隠があるのではないか。共ι鯵徳のために，いそしむとの弱心何と勿体ないでは

ないか。しかしこれくらいわれわれ一人一人を御認め下さったものはないと思う。

ヲ得サルハ是レ朕カ界ナリ』とは型上艶下の御誌ではないか，がjで権力を以て

われわれに強いられよう。

らの権威や命令と思わないで， 天地の大公道であり，しかも

なる神の声， として，自己の舟ι発見し，自己のものとして，これを部認し，

H として進むべき道を指示 ったものとして協議jして，

するものでなければならぬ。

日本特有のものとして狭義に解すべからず

してある f中外ニ施、ンテ持ラスJである。天地の公道であるの j ⑪ 

これまで長文を引用してきたが，小原先生は勅認の中から深いものを読みとり，それを

すべての人たちが気づいてくれたらという 、のもとにこれを書かれたので、ある O

こうし、う ってどのよう ごされたかをたどってみ

t;:.1.、。

接 戦時体制下の小捺圏芳先生

1. 戦前・戦中の小原麗芳先生

昭和53~f (1978) 10月158，弘前では自衛隷28周年記念式典が行われ，そのーっとして

繁華街のパレードがあった。約600人の隊員が音楽隊を先頭ι， Iジ…プ撰載106ミザ無反

ど13iiむjの車両oJ@などが参加していたという

織 i誌の 120--1321'i

ゆ 53年10月16持東奥E報
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け
H
M

しピ続様の制服を着た隊此や鉄砲なかついだ隊列を足並をそろえて野戦部隊のトピ

くなるっているこの頃であることもあっているのを見て，

時代の2去を感じる。思いをしたが，小原先生が昭和11年ι脅かれている文を見る

うと思う O

{捗刷、ω・・る。威風堂々たる，一糸乱れざる，もせて頂くわれわれにしても，

ただ涙がこら，わけもなく，まのあたり日本の偉大さを，
F 

'-の大陣営を，

ぼれて仕様がなかったG

ノお立の教蒋日しさの涙であった/悦びの涙であると川時に，

⑬ 

ノ

とjぷっ

調次それが発民しして進んできた日と「学制|

-情国主義へとて，軍国主義・

れした右翼の勢力が強まり，しfこカ~，

このブァッシズム~英語ブァッショたりで，

られる。していき，にも

まりに外国の昭和11年の夏季教育講習会議漢の

られTこO明治天皇は教育勅誌を発布せ文化に心粋しす

申詔ものとなって円ましいクロ ;Jミトキンωま

、ましめ!日民精神作興ι山ずる詔書などによって場参

ように自分の足場を忘れないようらられ，

を払って下されるのである o J竜安

る論理観は，(大本)と教青勅語な過し

してものの改訂に，ある時tこは，監史数科書のある

5期同定教科書著書へと，その教育霞し、たったが，第 4

の精神の紋吹にあることがぷさ[制民の道j

議闘の精神j、哲学的基礎を年え，そして教科おは，

されたのであるOと

クラシーの要素をつみとれ

教青を強要し，侵略戦争への出民の精神的な準鮪を努めた。

⑬
一
錦
織
場
掛
川
叩

教ゆ 181頁

Pyotr Alekseevich Kropotkin (1842-1921)ロシアの無設的:主義者・革命家・地f虫学者

明治41'~t

教の)288U 

Jl{呼118イド

JlB蒋1M¥'-
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国民科修身に要求された道徳は，すべてが i天壌無窮の出連扶翼jι掃ーされることに

よって回民 の道Jにもとる一切のモラルが排除されて，銃身にかろうじて残ることを

れた徳、Hや教材は，すべてそれ自身の価値やJ章、議官押しまげられて，強引に出国民の

道へと結びつけられ，研究や学問もそれ自体の師植を離れて，

とともに，またj主連扶翼という二とを以て となしJ@"!)とゆがめられたので

あるつ ょっ まさ のや儀式が錦、成の

となっていったのである口

このような時じ，小原;先生は明治天良の教えの偉大さを書いておられるの昭卯13年3月

の子教育H本Jにはこの闘に，この聖天子のドに，みなが，はぐ、くまれて力強く，ニ

の|識に生まれたその有り難さを感じて行けるこのうれしさ，ありがたさ f この

ればこそ，如何に自Eおじ，如何に大担に，如何に{耐性を発揮しても，

星たちが， まさごを撤き散らしたような，あの窺千憶の星々

の天上の

突に整然として，

それぞれの太陽が中心上においてー天道様をシッカと持って，整然たる大法則の 1"に大溜行

をしているというに，このありがたい，宗教的な法説的大家旗的な慈悲議るるこのありが

たし、太陽系f これぞ，マコトの教育のあこがれの姿で、はないでしょうかのうベなるかな，

明治大帝の宣言し玉うたよliケ条の替文f

全く，新教育だ， u本に於てのみ健全に発育し得る。しかも，占今東l&に仲らお，謬ら

ぬ大原理ではないでしょうか。 億兆を愛し尊重して頂き，誤りあれば ffs芙が罪ナリ』と

勿体なくも1fl1せられ， ff}よク会議Jを9l!し， IrJj機必論ニ』決し， ffli!:Wニ知識ツ求メ山

ノ i相官ツ破ヲ~ ，何と堂々たる新教宵の大原理でしょうの一切の新教育の原理が力

強く尽されておると思います守そのままが教育の援本原理になるまiヶ条の剃i詩文こ

同様に，お互が感激服謄すべき貴いものと思いますっ何と卒福なわが茜の教育で

しょう O ただ街i盟詩な十分に現場し促しない制度や当局や一般人や教育者のこそ大き

し、とjιL、ますり Jゅ

大阪出兵諒特l当課長は基盤教会にあJして13項目の諮問状を提出したが，それは

全国基督教会に異常な備撃と波紋を起して，一般掛誌の枝問をあびたの今まで小原先生の

方を見てきたことによってもわかるように，明治天皇の教育勅語の精神が脈々と生き

ているその時代の教会のほとんどは r基督教は些かも設が凶体と栢背反なするも

ら時本主義に立脚して行ひっ斗あるJ@という答申をしたのであるo

母 子初等科{接身j2 教師用書 14J'(

曾教@181，354}T教 72JL

@I司J志社大学人文科学研究所前掲占 1の96j{
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その諮問'h項に対する U本型公会議長総裁名出保太郎の答申を引用してみるが，これに

よって当時のキリスト者たちの考えが少なからず理解されるのではないかと思うのであ

る。

w- A~督教の村l とは

基督教の神は天地万有の創造者メ主宰占すこしてエホノ二(空r~\jと H !j:Illjを超越せる存在者〉メ天

の父と称ふ。

第二 我国の八百万の神々に対する見解

八百万の神とは神代に於ては我々国民の拙先たる神々の如く学者の説に依れば自然物をも神

として此名を用いたるが如くにも見え正確に答へ難し。

第三状天皇と基督教の神との|見l係

至尊の御手~に付ては過去50年伝j立の生涯に於て未だ曽て問はれし事なく従って公けにも私に

も11にせし事も書きし事もなく今日に至る。足れ実に世界の{nJ国人も理解し能はざる絶対の

信念(感情の超越〉なり。御神勅に依て御位に即かせ給ひし皇祖宗より万|止一系の現御神と

して統治し給ふ世界無比の国休ここに在り。

第四 外国皇帝(例へば英国皇帝〉と神とのWJ係

英国皇帝は英国を統治する主権者として神に立てられたる方として英国民が尊敬服従するまi

といず。他の諸国も亦IwJじからん。使徒パウロがローマの信徒に送りし書面の内に「凡ての

人.Lにある権威に服すべしそは神によらぬ権威なくあらゆる権威は神によりて立てらる」

とあり，特に我々の注意すべきは，ローマ政府は少数の基督者にたlしては寧ろ迫吉こそあ

れ. 1>，H;*iある政再JにJloざりしがその権威に服従すべき市ーを教へたり，日1]ち其の権威は神の立

てたる権威8~に絶対に服従すべき'Jl:を命じたるなり，更にJ技文困の独特なる J

{伐比の行はる斗如きと，御神勅に依り立てられた万 11I~一系永久に継示統治し給ふと全く其根本

に於て異なる44なり。
第五勅語とパイプルの|対係

勅語は国民として絶対にJJli f，:é遵奉すべきもの，バイブルは'ぷ塊の教を付る史~)丘をJfえせられた

る書物なり。

第六 教育勅語にある教育方針と基督教主義に依る教育方針との差異

明治初年の頃に設立せられたる所謂ミッション・スクールはHれの学校も Jtの規則 ~fJに必背

教を徳育の~*とす，の語があり，明書は正課として用いられたるが，明治23年教育刺J語が

発布せられしに依りHれの学校も全国皆之に従ひたり。而して宗教教育を情操の涌養と信念

の養成の為に有志の間に科外教授をなす。(公立学校に於ても同主義〉然るに一部にはじI~tt

;Kの虫~l く教育勅語を:奉ずるは無論なるが，それに聖書を正課として用ふる学校あり，此等の

学校も其方針等差異あるにJI:ずして市ろ道徳の実践 kの力と為さんとする主義に外ならず.

第七 担1先崇拝に対する観念

千? 略一

泊八 皇祖皇〉iiの神主に止すする在Q，;t

皇十且皇シ;~の御神五は皇室の御先担Iにまします故に12下の国家の功労者の草と異にして特に以

祥の念を以て事ふべき事と信ず。

第九 信仰の絶対の境地とは

13仰絶対のJJ~地とは大↑什徹底と法悦の心境を言ひし事かと思はる。

沼|・ い仰のr'lll，に対する観念

rr-i-仰の白山は憲法の示されたる処にて如何に自由を許すとも安寧秩序を害する如きn山は司

さるべきに非らず。
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基督教は日木神道や仏教を偶像娯押の迷誌と称ふる理IU

-省略一

第十二 主主餐教と詩本精神との|対係

本書教と詩本精神とは全く和一致す。

第十三 其他委主考事項

現代に於ける最大の問題は防共広道り共産主義，マルキストの思想上の大根本は無神無霊魂

l唯物思想に議り，従て基欝教を正i酎の敵となせり，此点に於て投基替教徒は思想上防共の戦

~耕ニ於て第一織に立って開はざるべからず，廷に依道報国の使命あり。数十年詰大逆罪を犯

せし寧徳秋本が獄中の著作としてfむこ残せしは『基督掠殺論』なりし如きを見るも彼等がおi

fllHこ基督教を敵とせしかを知り持べし，次に日本にある議督教は今話既tこ自本人の宗教な

り，儒教を受けて之を消化し仏教を入れて之を我宗教とせし毘本人は今や基督教もみ我宗教

なり。@

第十一
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れ，その規約第五条の中では，4月tこは日さら

我等は大日本子好調に君臨し結ぶ万位一系の天皇を奉戴し留惑を主主んじ，鴎法?こ遵ふ。

独立自給イエス・キリ

1-

ストの福??を宣伝すJ@

なすものではないことを雌してわが凶体とという条項がもうけられキリスト

るO ここで考えさせられることは，小原先生は同年:8月に『有難き認、している

甲斐のあるというこの上も北い幸福であろう，とJl1jして，

、間，警捜勃として潜んでいたわれらの精神が発躍の嬰.戦である。アジア長し

、“背/ 、く向くるわれわれの大和魂をいやが上にもと幸福の為に，劫の

戦争をも狩定しておられること，時代の流れとはるo J @とてるのはこ

としての戦争が赦されているということでいえアジアの平和とさT'福のためtこは他凶

ある。

もの教蒋道のために， ~ml吋ニに兵役にも，無論，そして，小捺先生は「ホン

もし，負傷もすることをホントの教育のために皇盟時本のホンることを，更に，

られない人たち「一方だけのちじ，られ，@とトの教育の為に主搬する。

しい保守主義者と恵、われようが，あの平和正義のネーんも，祖国を護るためにはから

も望むと⑧と断っておられるし，矛を取って立っと叫んだではないかの

ら兵の平和を来たすために，しかも世界の不義の行われるるO
ヲー

、ー

とし、う宗教的使命感がムクムク挫から猛然れなし、。天に代りて不義を討たねば丈まらない。

と時代の趨勢で戦いもまたやむおと湧いて来るのではないでしょうか。 J@こ

I~lj;t:fi大学人文科学研究所総蔀掲書 1 の 97"""'99瓦

1の108t(

教(4)356J1 

教(む 362以

教 φ362以

教 167，173長

命

ゆ

曾

母

@

@
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アレバ義勇公二、半シj、制えなかったのだとレうふうにもとれるが，

ものである O このらという悶げ\jj~が当時の常識となってしまったこと

えス i、れずこのだとも対服従の時代で、あればこそ，

もが，すすんで国策に協力し天皇制官僚の親切な指導と

し，ける外来敵性宗教の熔印を脱するために自発的ιかつ積極的に日

ニれを天皇制画家と御用機関としていったとしても不思議はなかったので、ある

「反対の合一Jを地でいくというべきものなのか。これこそ，

この日支事変に世界大動乱，「かくて，には次のように述べておられる O8月の

、を深く強く i'3iく教育してくれることを一国感識せねばならなし、。平和のた

，文化のための国権………それらを大目標として二元

しナこいのであるo J @ 

皇軍大勝利。太平洋大勝利。、よL、ょによると，1月の

アジア，そのためには持としても，今日にも一千万，二千万，五千万の若人が男女，男3ま

と宗教とじり，しかる広，しく植民せねばならぬのです/

ホントを無視しては決して，立派な植民できるものではないと患いま

、う、る O こう@とに，立派な人物がはいって欲しいことです。

をもtニ~:上ればこそ教育が必要で、あることを力説なさるのであるG 同年5月の

大事であり，援も貴いし，勤労も必要だし，無論，忠君愛国の教育は日本人教育とし

玉でなければならぬことは言うまでもないことですが，大アジア経輸の教育においては突

にまた，腹の教育，大型心の教育，大国民としての雅懐を持つ教育は，仰としても必要だ

@ 、まと

「枇界は刻しくなっている様子を『全人』にかかれる，ょ
を
し
u

・よ

されない。聖戦はじまってすで、に 4年。もスキも

みそぎだの，国民皆労だのと漸く習い出しく，

ピラミッドの土台石だ，開拓者第二塁行者だ，た。開校以来，われら

だと叫び実行して来た教腎にアトからついて来て貰うとるような気がする。うれしい限り

である o J @ 

して戦争はどんどん品スカレートしていき，軍人・

キリスト教者たちの多くもまた自;場を守るために，冷静さを失ない，

してしまったのである O

織
W
ぬ
w
ゆぬ
W
仇
W

昭和16年6月25日
教 φ273真
教 306](
教 312真
教 φ353頁
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2. 戦後の小原間労先生

(1945) 8丹t 4 {f.近く 子洋戦争はポツダム宣可な受諾することで終

りを告げた。

6月から昭和20年末まで空白になっている。 r-!段戦から進!ij:

ド‘ン臨/ 紙の配給も活宇になる鉛も作品なく一ヶ月半もjど

きなかったり J @とあった。

昭和21年 ，天弘は ニ於ケル詔書Jlを発布し，いわゆる[天皇の人間宣

言Jが行われた。極言すれば，長い間わが掛民の精神的よりどころとなってし

し，さらに昭和23年 6月四日参議説において

が可決されたことによって，これまでの天皇説教脊の基礎となっていたものも崩れ去り，

これに基づく軍国主義および極端な国家主義も排除されてその代りに民主主義教育が進め

られることになった。

小原先生の久しぶりの著書 fづき:人JI，昭和21年 (946) 1月号にはt I Ir万世・ノ為ニ大

ヲ開カントスJl1可と L、う偉大なる千古の宣言であろう G 有史以来の懐槍なる戦いはここ

に，鶴の一声，終止符会つにヨそった。しかもIr忍、ピ難キヲ忍ピ』と， :"Í~く

るのわれは今，実に意義深き大敗北によってのみ知る尊き教訓を知り得た。 同日平を

求むる者は持の子ととなえられるJl (11J上の霊訪1)こと，

るJl (ギボン的 ことを， よりも，金力よりも， も
h

リドム

の原動力であることを。 J~と脅かれる O

戦後もなお明治天皇の言葉を尊崇の念をもって引用されるが，

大正天皇，今上天皇はどのように戦争にかかわってこられたのかについては全然、ふれてお

らず元老や政治家そして新詩人の責任合問うておられる。

「宗教と哲学とを相宿した明治以後の日本の軍関は民清戦争以降，増上慢，思い上って

国家存在の君、識を見失った。芸術学も論理学も教育学も与えられなかったけ

想主義から遠く離れて自己の懐を肥やすために軍関と 、て民を塗炭のてをしみに陥れ

た。元老は元老で，陛下を誤らせ申 L，卑法にも自己の責任を逃れようとしているつ誌

の官憲であった。明治大帝は有り難くも f広ク会議ヲ輿シ万機公論ニ決セ 3Jlと御誓約損

融経窃 181頁

戦 昭和21年 1}i1s， r朕ト輔等愚民トノ間ノ組帯ハ，経始相互ノ信頼ト敬殺トユ絞りテ粘
アキツ主カミ

パレ， J詳ナノレ神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ラズ。天皐ヲ以テ現御神ト、ン， 且日本

関氏ヲ以テ他ノ民族ニユ欝越セル民挟エシテ.}悪テ世界ツ支配スベや運命ヲ有ストノ袈空ナ

ノレ観念エ基グそノニ非ズJ(原田忠西郎著前掲書 308頁〉

⑪ Edward Gibbon (1737-1均4)イギリスの盤史家

曾教 φ380頁
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L て，!'lIEは緊縮されたパ、、立正論はn:いたのに

うベL，ぶれる
ーも大きし

も卑法であった。さらにさらに，民の蒙を啓くべきわれわれ凶十万の教膏者うぞ

品事t工作に g~かった f

|の様子が醤かれている。昭和21ir9月の『新教育2にはじ 4ちて，

ような姿で幾度か視学宮が来た。スノミイ玉川もつぶされるようとし

もくりかえったものでしたのが，御時世が来た。やって見よと

平くも，立派な人たちがそろわれた。っTこの

10月のされるのる批判に対しても次のようご日そして，

といっても誤解されては関γ 人の血糊はにぎっている Oこれでも

プイブテ備になりきって，祖国製輿るり私は右でも，左でもない，中道を歩いとる

く，そうで「私を教腎界の山師だって，のためにも，叫んでいるのだ。」⑬と持じく，

らんことを念願し，努力そうである。韓大なるる111師だって，:r:く，あるG

，私はキJ @さらにご吉分の心情を強調していわれることは，るしているの

戦後，ったりそれを f左党』と誤解きピシク， }'fん中ι来るべく東西南北，

、て来てるのに，ましとるの私は新教脊55年，マンナカに帰れとまずこ，

して危険親したり，右と見て，私は!LだとlI分たちが右往1e.往しとるのをさと

しかも，拡が新教育55年を左右にぐらつく滑稽千万である。したのか』とa
i
v
w
 pu 

し得たのは，祖父の寺子屋精持と，強いサツマち識と，たえず，抗ん中を堂々とカ

オカヒロシマの北条教育と，少年の頃から培われたキリスト教の教えと，

小原先生を支える多くのものの中のーっとしてのキリスト教J @とあるゲであっ

の信仰はガラテヤ人への手紙2寧19，.....，20@とγ ノレコによる福音書8輩34"""'35@のみ言葉ι

号でふれたとおりである。れていること

教① 381tt

教@409頁

Johann Gott1ieb Fichte (1762一一1814) ドイツの哲学者

教@420頁

教⑥ 423員

教⑦ 176頁

「わたしは，神に生きるためι，律法ーによって死んだ。わたしはキリストと共に十字架に
つけられた。生きているのは，もはや，わたしではない。キリストが，わたしのうちに生
きておられるのである。 J

「だれでもわたしについてきたいと患うなら，自分を治て，自分の十字裂を負うて，わた

しに従ってきなさい。 iヨ分の命を救おうと患う者はそれを失い，わたしのため，また話予i-
のため民，自分の命を失う者は，それを救うであろう。 J

@
品
砂
州
W

O
命

@

@

守議
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:3 IJ，主権在民を主事Ikとし

が公布されたのそして翌~)月 :UU ，新しし

育謀本法Jが公和されたのである

、て

昭和27年になってようやく『勅語Jを取上げられる。 I勅誌ですらも，長年打本人は誤

解していた。徳律的だとか，天子様の命令だという風ι解釈してはいけなし、。メイメイの

うちなる道徳律の命令・自己の内なる叫び，神や仏の無 k命、法と忠、い，その命令じ，その

sollenくべし〉に対してメイメイが忠実であるのが，本音なのである。事実，動語の中に

ハッキリと Ui古今中外ニ施シチi字ラヌ，天地の大道』と，拳々服鰐センコトヲ庶幾ブ

とある。岡氏一人一人が，メイメイの内に自覚して，勅請に挙げてある語、日の一々をわが

ものとして，告静的に行うところに怠味で高いのである。決して，天子様の御命令ではな

い。各入品人の良心の命令に絶対に忠実であることが人間の道である 1(j事と C

昭和32年12月の人3では，過去の老校長たちの勅語の取扱い方のパヵ鱒重さはホ

ントじ，ムシロ滑稽でした。ヤソ教徒。しかもカトリック教捷でない新教徒の私たちから

見るとイヤなものでした。御真影応対する態度も。殊に，あの戦争中の奉安庫なぞ企く

きすぎでしたO 私はこわくもあったものですから， して38年間，戴きませ

んでした。 J@ 

f皇室を尊敬できなかったり，甚しき時専下したり，大統領にしたらといったような人

たちを教会員の中に見出すことは，たまらなく

も，出民の『象徴』として厳然と明記してあるものを，尊崇のできない気持こそ

憐れに盟、いますの 『カイゼルのものはカイゼルに返せ』⑫と教えたキリストの教訓を考え

てみても，チットモ皇室の存在はキリスト教と何等矛盾を感じないのではないでしょう

1う￥IJ⑩ 

としての天皇と

らみあいながら，これまで，

としての神〈キリスト教〉は時代の涜れの中にあってか

・大正・昭和と明治 100余年の歳丹念経てきた。権力者

の天皇から，強徴の天皇へと，天主の地位は変ったが，

今さらながらに知らされる O

る神は不変であることが

⑪教ゆ 131京

ゆ教⑤ 250頁

⑫ ルカによる補音書 20E詳24節

。教命 252頁
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むすび

とキザスト教の結びつきを考えると三角形ができる:

教育勅 &[t~一一々リスト教

(川治天皇の教え) (イエス・キリストの J教え〉

先生

さ で，ゆるぎのない天虫制出家として権威を

これまで‘教帯勅認が何故これほどまでの権威をもったのか，どのよう

にして発架され，換発されていったかな調べながらその事にふれてきた。

教官勅認は明治期にあっては，教育と徳育の大本として，当時としては最高のものとし

て練り上げ、られ，天皇自らが国民とともι，これを守っていこうと呼びかけられたもので

あると理解するっそれがいつの間むか， I々おそれ告身を11今味・議守ざれることなく，

であるという理出で，そのタト持だ汁のものとなり，軍属主義者や帝問主義者に利用された

るO

された勅語が，自由主義教育dU4!の大正期を飛びこえて，昭和になって

したことの不思議さ，その背後には戦争が大きな役割を来していること

づかされる O

昭和6

育界もまたこ

ヅァッシミヨ も動かす勢力をもち，教

と:平岡正義が骨子と念品 ニジ〉

なったのである。

ってはキリスト者もまたその体flllJの中に巻きこまれてしまった。踏絵

を踏むがまnくじ赦されていたというのだろうか。

キリスト者としての小原先生は勅語を取上げら

各自のi付なるru十び，神や仏の無上命法と思って，

天皇の命令という しないで

るといわれる O として ノ
¥， 

ることが勅語の本旨であ

られた真義を会得

し，

生のこの大き

くものでるるということなのだろうか。キリスト者としての先

， B頃の教会生活と結びつけながら探って行きたし、と

(1978. 11. 9受付)う。




